
「働きやすさ」 「働きがい」
よりよい教育」

堺市のこどもたちのために、

学校園の働き方改革に

ご理解・ご協力をお願いします。

別紙２



登下校の見守りや清掃活動など様々な活動に
ご協力いただきありがとうございます。

●勤務時間外は、留守番電話設定となります（伝言メッセージ録音機能はありません）
●教員の１日の勤務時間は、（例）８：２０～１６：５０となっています。
●教員は、時間外に勤務していても、「時間外勤務手当」（いわゆる残業手当）は支給されま
せん。

●部活動休養日：週2日以上（少なくとも平日1日、土日1日以上）
●活動時間のめやす：長くとも平日2時間程度、休日3時間程度

●学校閉庁日：日直等を置かず、学校園の業務を休止するもの（原則として教職員不在）
●冬季学校閉庁日については、令和７年度実施なし（実施日が土日と重なるため）

教員が、こどもたちの前でいきいきと働き、授業の質を高めるための授業
準備や教材研究、こどもたちと向き合う時間を十分確保し、よりよい教育
を行うために、以下①～⑤の取組へのご理解・ご協力をお願いします。


